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様式第４号（第１５条関係） 
 

会  議  録 

 
１ 附属機関等の会議の名称 第５回美里町子ども・子育て支援事業計画策定等委員会 
 
２ 開催日時 平成２７年１月９日（火）午後２時００分から午後４時４２分まで 
 
３ 開催場所 美里町役場３階会議室 
 
４ 会議に出席した者 
 （１）委員  

委員長 塩野 悦子、副委員長 渋谷 芳和、委員 青木 英治、澤村 美香子、

伊藤 努、佐藤 淳一、鈴木 一子、田中 由喜子、鈴木 惠美子、今野 由利

子、笠原 房子、 
 （２）事務局 
    子ども家庭課 課長 安部 直司、参事 奥山 俊之 
 （３）その他 
 
５ 議題及び会議の公開・非公開の別   
    議事（１）保育の認定を受けた子どもの利用者負担額等ついて 
      （２）美里町子ども・子育て支援事業計画について 
      （３）今後のスケジュールについて 
      （４）その他 
    会議 公開  
 
６ 非公開の理由 
          
７ 傍聴人の人数 
    ０人  
 
８ 会議資料 
    資料１ 保育の認定を受けた子どもの利用者負担額案  
    資料１－２ 平成２７年４月以降の保育必要量（保育標準時間認定と保育短時間

認定） 
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    別表  保育の認定を受けた子どもの利用者負担額（月額） 
    資料２ 美里町子ども・子育て支援事業計画案 
    資料３ 今後のスケジュールについて 
    参考  利用者負担のイメージ 
    追加資料２－１ 子ども人口推計 

追加資料２－２ 幼稚園・保育所利用児童数推計 
前回の資料の差替 ４．保育の必要性の認定に関する基準 

９ 会議の概要 
   開会  奥山参事  進行 奥山参事   

    定刻になりましたので、ただいまから第５回美里町子ども・子育て支援事業計画

策定等委員会を開催いたします。本日は、皆様お忙しいところご参集いただきまし

てありがとうございました。本日、委員 11人中 11人の委員の出席をいただいてお

りますので、美里町子ども・子育て支援事業計画策定等委員会条例第４条第２項の

規定により、委員の半数以上の出席が必要でございますけれども全員出席というこ

とで、本日の定足数を満たしていることを報告いたします。 

  委員長あいさつ 

   塩野委員長 今日は第５回美里町子ども・子育て支援事業計画策定等委員会です。 
         本日もどうぞよろしくお願いいたします。 
 
   進行   議事録署名委員ですが、「美里町付属機関等の会議の公開に関する規則」

第１５条「会議の作成」には会議録を作成し、当該会議に出席した２人以

上の付属機関等の委員の署名を得なければならないとなっております。第

５回策定等委員会の署名委員には、澤村委員さんと鈴木一子委員さんにお

願いしたいと思います。 

        また、議事録の公開につきまして、会議の議事録及び資料は、後日署名

をいただいた後に町のホームページに公表させていただくことを了承願い

ます。 

        議事の進行につきましては、委員長である塩野先生にお願いいたします。 

 

   議事  議長 塩野委員長 

    委員長  それでは議事に進んでまいりたいと思います。本日の次第の１番目は

「保育の認定を受けた子どもの利用者負担額等について」となってお

ります。それでは、事務局からご説明をお願いしたいと思います。 

   （１）保育の認定を受けた子どもの利用者負担額等について 

    安部課長      資料１、資料１－２、参考、別表をもとに説明。参考の説明、保

育料は「実際にかかる費用が限度額となります。」とあります。
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美里町の平成２５年度町内の保育所において、子どもの保育にか

かった費用について、１人あたり９８，４００円になります。本

来であれば、この金額９８，４００円を限度としまして保育料を

設定していいのですが、現行の水準を維持するというかたちで保

育料を設定いたしました。別表の説明、美里町で入所されている

世帯の所得の状況ですが、４階層の所得税がかからなく市町村民

税だけが課税されている世帯は３７パーセントおります。約４０

パーセントが所得税の発生していない世帯です。所得税が３０，

０００円未満の世帯、市町村民税の所得割額８８，５００円未満

の世帯は１９．７パーセント、約２０パーセントと合わせまして

５６．７パーセントになっており、約６０パーセントが共働きを

しておりますが所得が低い世帯が多いと見受けられます。 

町といたしましては皆さまにお示しをしました案ですが、現行の

階層区分、所得税額を市町村民税額に置き換えた場合の額に移行

したかたちでの利用者負担額としてよろしいかどうかお諮りす

るものです。以上です。 

    委員長       はい、ありがとうございました。それでは、只今説明のありまし

た、美里町の利用者負担額につきまして、市町村民税に置き換え

るという大きな変更点となりますが、これにつきまして、皆さん

からのご質問やご意見がございましたらお願いいたします。はい。 

    青木委員      はい。所得税額から市町村民税に置き換えたのは、所得税額の幅

が広くなってしまうからですか。 

    安部課長      今の保育料を算定するにあたりまして、平成２３年度に廃止され

ました年少扶養控除、現在児童手当と呼ばておりますが、支給さ

れるようになってから所得税法上年少扶養控除がはずれました。

ですが、保育料を算定する場合には、年少扶養控除を含め控除を

し算定としておりましたが、平成２７年度からは、その部分につ

いては、適用しないことにしまして、市町村民税と現行の制度と

比較して変動する世帯が多く発生する可能性もあることから、中

立的なものになるよう市町村民税の所得割額に置き換えること

にしております。 

    青木委員      税法上にということですか。 

    安部課長      はい、年収につきましては、別表の備考⑦をご覧になっていただ

きたいと思います。夫婦共働きで妻は夫の扶養の範囲内で所得が

発生しないというケース子ども２人の世帯とし、社会保険料控除

は年収の１４パーセントとして算出しております。 
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    青木委員      はい、わかりました。ありがとうございます。 

    委員長       負担のないようなかたちにしたということですね。 

    安部課長      はい。現行とかわらない状況で所得がかわらなければ今の保育料

とかわりないというかたちで今回は所得割額を設定したところ

です。 

委員長       はい、ありがとうございます。その他ございませんでしょうか。 

          よろしかったでしょうか。それでは、「保育の認定を受けた子ど

もの利用者負担額等について」ご提案のとおりでよろしいでしょ

うか。 

          それでは、続きまして、（２）「美里町子ども・子育て支援事業計

画について」につきまして、説明をよろしくお願いいたします。 

    奥山参事      資料２の２５ページから２８ページの差替え版の方へ変更させ

ていただきたいと思います。資料２、説明。追加資料２－１、２

-２、説明。 

    委員長       ありがとうございました。総まとめであり、今までを振り返るこ

とができました。今説明のありました事業計画（案）につきまし

て、皆さんからの質問や感想、ご意見がございましたらお願いし

たいと思います。 

休憩１５時３３分から１５時４５分まで 

    委員長      では、再開いたします。皆さんからの質問やご意見がございまし

たらお願いいたします。はい。 

    佐藤委員      差替版２６ページの「子ども人口の推計」で０歳児１５１人とあ

ります。３１ページにある乳児家庭全戸訪問事業の量の見込みが

１６０人とあります。９人の差がありますがその差はなんと捉え

たらいいのでしょうか。 

    奥山参事      はい、その１６０人ですが、平成２５年度の実績が１６０人ちょ

っとでありましたので、同じように推移すると思われますので、

１６０人という数字を用いた訳でございます。ただ、この「子ど

も人口の推計」ですが、あくまでも予想であり、総合計画で使い

ます人口トレンドを用いており平成２４年、２５年、２６年の３

月末の人口を用いて推計した場合にはこのような「子ども人口の

推計」の数字になります。あくまでも予想の数字であり、最大で

１６０人ですむのではないかという考えた方で設定しておりま

す。 

    佐藤委員     長期総合計画、町の長期総合計画がこれからありますけれども、

子どもの人口の見方がみんな違ってきますと、ものすごい調整が
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必要になってきます。どちらも見込みで０歳が１５１人、片方妊

産婦検診が１６０人、乳児家庭全戸訪問事業が１６０人ですが、

この数字が量の見込みとすれば生まれた子どもの数字ではない

のかなと。町の総合計画の人口推計が決まってきますと、この計

画の量が全然違ってくる可能性があるのではないかと。そのへん

が気になったものですから。それと今後の見込みのところで、５

２ページの「施策の数字目標」の通常保育が１８５人のこの人数

と出生数の関係をどう見たらいいのか。もう１点ですけれども、

今現在の保育に関わるスタッフの確保というのは相当大変にな

っているところがあるんですけれども、量的についてはていねい

にふれられていますけれども、それを支える保育士の対処の方法

についてはあまり触れられていなかったと感じがしたのですが。

これらについては、どのような計画をされるのかなという感じを

受けましたので。 

    奥山参事      はい、まず５２ページの通常保育の数字目標の１８５人ですけれ

ども、これは保育所としての通常保育であり、０歳児から５歳児

までの総定員の考え方で、現在１６５人ですけれども、それより

も２０人程度、少子化の状況ではございますけれども、現実に保

育所を利用する児童数は増えておりますので、２０人増やしまし

て１８５人としたしだいでございます。そして、佐藤委員さんの

お話しのありました保育士の確保策について、非常に難点であり

ます。今現在非常勤職員でお願いしておりますけれども、そちら

の部分を最大限お給料の面や条件面を考えながら増やしていき

たいと思っていますが、それでも最大２０人程度しか増やせない

と思い１８５人としました。現在美里町の非常勤職員の保育士の

時給１，１００円であり県内でも１番高い金額となっております

が、なかなか来ていただくことが難しい状況です。これについて

総務の人事サイドも含めて検討していかなければならないと思

っております。ただこれは美里町だけの問題ではなく全県下にお

いて保育士は集まらないと聞いております。ただその中でひとつ

の考え方としまして、私案ですが、いろんな働き方があってもい

いのではないかと。つまり短時間、今現在美里町では勤務時間が

７時間３０分として働いている方と７時間として働いている方、

６時間として働いている方と、そのような方々がたとえば１日４

時間のみの勤務などのやり方があってもいいのではないかと。短

時間勤務の保育士の人数をふやしてローテーションを組んでや
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っていくというような方法もひとつかなと思っております。ただ

事業計画へ正式に載せるのはむずかしい部分があるのではない

かと思っております。 

    委員長       よろしかったでしょうか。はい。 

佐藤委員        ただ、これからマンパワーの確保というのは、少子高齢化と言わ

れて久しくなく、１６０人の出生数の見込みですと、亡くなって

いる人数よりも少ない人数ですから確実に人口減少となってい

きます。これから、町としての総合計画の中で少子化対策として

書かれると思いますけれども、その前にこの子育ての計画がある

ということですから、それ中にスタッフの確保がなければ、１８

５人の根拠がないというかたちになりますので、入れる施設があ

ってもスタッフの確保ができなければ開所できないということ

にもなりますし、子どもを預かる側としましても安全・安心の面

からみましてからも心配される部分でありますから、それについ

てもこの計画の中にきちっと載せて町の計画として子育て対策

であると提案なさったほうが、町の総合計画よりもそれを超えた

かたちで特化した計画になりますから、きちんとこれから美里町

に行って子どもを生み育てる方にむけてお知らせする部分があ

るのではないかと、ぜひ載せていただいたほうがいいのではない

かと思います。 

奥山参事      はい、今いただいたご意見をこちらに盛り込んでいきたいと考え

ます。ありがとうございます。 

    委員長       はい、ありがとうございます。はい。 

澤村委員      素人の意見と思って聞いていただきたいのですが、保育士の方を

増やすにあたって、私の友人とかで子育て中のおかあさん達が子

育てに一段落したら資格をとって、通信教育でも保育士の資格を

取れたりするため、その資格をとって子どもに手がかからなくな

ったら働きたいという方がいると聞いたことがあります。その資

格をとったママに対して美里町に勤務する場合には助成や補助

などがあれば、そのようなメリットがあればいいのかなと思いま

す。 

     奥山参事      つまり通信教育で資格をとった際には、その費用を全額もしくは

半額を町が補助金としてその方にということですね。そしてその

方に働いていただくという。 

     澤村委員      そのようなこともいいのではないかと。素人の意見ですけれども。

子どもに手がはなれたら働きたいな、今資格をとりたいと思って
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いるんだけどという話が聞こえてきたので。そのような声もひろ

っていったらいいのかなと思いました。 

    奥山参事       ありがとうございました。 

    委員長        今現在美里町として、潜在的な保育士さんとかそのような方々の

把握をなさってますか。今のご意見にもなりますけれども。 

    奥山参事       残念ながら潜在的保育士の把握はできておりません。ただ、毎年

全国で何千人という方が保育士資格をとり卒業をしているわけ

ですので、おそらくかなりの方々は資格はもっているけれども現

在子育て中で資格を生かすことができない、子育てしているため

お勤めができないという方、逆に子育てが終わったけれども働く

場所がなかなかないというようなことで、そのような方で美里町

のように７時間３０分や７時間の勤務時間でお願いしておりま

すが、その勤務時間ではむずかしいため応募していただけないの

かもしれません。そこは、１日４時間や午前中だけ、午後だけと

かの勤務ですが、実際今臨時職員で勤務していただいている方が

朝２時間、夕方２時間、朝・夕の延長時間保育に従事していただ

いている方がおひとりおります。その方の年齢は５０代であり、

おそらくそのような働き方も可能のため、システムを替えていけ

ばとも考えます。 

    伊藤委員      まだ替えていないんですね。これからですね。 

    奥山参事      はい、まだ替えておりません。今働いていただいておりますのは

おひとりだけです。 

    委員長       行政で保育士バンクやさきほどのこれから希望のある方に対し

ての助成なども含めてそのような制度を美里町ならではの規模

の中でやれる範囲でやっていくものいいのかなと思います。もう

すでに短時間で働いている方もいらっしゃるので不可能ではな

いような気がします。ファミリーサポートセンターも今後つくっ

ていくうえで資格のある方も必要になってきますので、そのよう

な方を把握することは大事なことだと思いますので、お願いした

いと思います。 

    奥山参事      ありがとうございます。今委員長さんからお話しがありました保

育士バンクですが、宮城県が委託をして行っておりますが、そち

らからは４時間の勤務であれば可能であるという話があります。

これにつきましては私共で勤務時間の検討をしながら保育士の

確保をしていかなければならないという時期にきていると思わ

れます。そのような考え方もこれから進めていきたいと考えます。 
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委員長       保育士までの資格がなくても、ある一定の研修を受けて準ずる方 

を育成していく。そのような形で保育ママさんなどもそうなんで

すけども、そのような制度を利用してやっているかたもおります。

その制度をつくってやっていくものひとつかなと思います。 

奥山参事      今回の新制度につきまして、病児病後児保育で、看護師資格の方

が研修を受けてそのお宅に出向いて、あくまでもファミリーサポ

ートセンターのかたちになりますけれども、そのお宅で保育に携

わるという家庭的保育事業がございますので、そちらのほうも、

ファミリーサポートセンターの提供会員は２４時間の研修もご

ざいますので、ぜひファミリーサポートセンターの開設も行って

いきたいと思っております。 

安部課長      保育所のほうでの働きかたはどうなんでしょうか。 

鈴木（惠）委員 今小牛田保育所で２時間の勤務を早番が帰った後の２時間、遅

番が１０時１５分からの出勤のため、それまでの２時間で代替的

に従事してもらっています。たとえば、２時間勤務の保育士や４

時間勤務の保育士と考えた場合、子ども達の負担はどうだろうか

と考えます。人の入れ替わりがあることで１２時間保育のなかで

２時間勤務や４時間勤務と人が替わっていくとなれば、担任とし

てはむずかしくなってきます。前後の早番や遅番、人数の少ない

時間帯で働いていただくということで、６時間の勤務であれば午

前中の保育に入れる時間帯になります。４時間の勤務や２時間の

勤務となると、ローテーションの組み合わせかたを吟味しないと

クラス担任にも負担がかかりますし、また、子ども達にとってみ

ても保育士がころころ替わるのは負担になると思います。若い方

が長い間非常勤職員として働いてもらっていますが、正職員とし

ての道がないのも大きな原因となっているのかなと思います。正

職員として私立保育所へ移る方が多いように感じます。毎年２名

から３名の実習生を小牛田保育所で受け入れしておりますが、自

分が学生の時は県内には養成校が３校位でしたが、現在１０数校

あります。子どもの数が減ってきているといえ養成校が増えてい

るということは、保育士若しくは幼稚園教諭になりたい方や資格

を取りたい方は多いと思います。実際に美里町をあげれば給料の

面からいいますと条件的にはいいのにも関わらず非常勤職員は

７時から１９時までの勤務の中で早番や遅番があるため、早めに

私立の保育所へ移ってしまったり、都市部へ行ってしまったりと

いうような傾向があると捉えています。先ほど澤村委員さんのお
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話しのありました通信教育での資格取得後に美里町で働いてい

ただく方法もあるのかと思いました。１番もちろん働き手を集め

ることは大事なことではありますけれども、子どものことも考え

る必要があると思います。 

委員長       どちらかというと優先度が高いと思います。働き手のことも考え

なくてはいけないと思いますし、安心・安全につながると。そち

らの優先度が高いと思います。 

青木委員      ＰＲとか募集の方法もあると思いますけれども。前に早めに保育

士の募集をかけたいと会議で聞いてましたので、注目してみてい

ましたが、私が初めて目にしたのが１１月の広報で小さく載って

いました。それ以外目につかなかったところでした。多分正職員

というのも大きな話であると思いますが、美里町が町全体として、

子どもを育てやすい町ですよという町になれば、子育てをこの町

でしたいという人も増えるでしょうし、子どもも増えるでしょう

し、子どもも増えれば正職員として雇用していただくことも可能

となってくると思います。もう少し美里町として、子育て支援を

全面的にものすごく力を入れてやっていることのＰＲをもっと

大々的にあるといいのかなと思います。メディアにも取り上げら

れる位、日本一を目指してやっていますとか。りっぱな幼稚園ふ

たつもあって預かり保育も充実していてかなり子育てしやすい

町であると私は思っています。教育熱心なお母さん方も多いです

し、平成２７年度からスタートしますけれども、そこに向けてシ

ュプレキコールではありませんが、美里町は子育てしやすい町の

日本一を目指しますとか、ドカントしたＰＲが必要だと思います。

保育士も集まるでしょうし、子どもも集まってくるような気がし

ます。意気込みというか、覚悟を決めてやるという、後戻りでき

ない位のものを大々的に考えたらいいのではないでしょうか。こ

の会議に参加した時からずっと思っていました。そのへんを検討

してもらえたらいいのかなと思います。素人の意見ですけれども。 

奥山参事      はい。 

委員長       駅東の人口がのびてきて、子育て世帯が増えて今後どうなってい

くのか、見通しがつかないからどうかということですが、これを

維持していくか、今活気が出ていますが、さらに活気づけていく

ためにはどうしたらいいか、通常であればこの新興住宅街は子ど

もが育っていけば、高齢者世帯になっていくのが通常の方程式に

なっておりますので、駅東がどうなっていくのかではなくどうし
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たいのか町として、考えていかなければならないと思います。こ

の勢いを生かして、保護者で意欲的な方々がたくさんいらっしゃ

るので、本当にこのような会議での意見を生かしていただけたら

と思います。話は変わりますが、看護師の世界ですが、昔は何も

しなくても病院に集まってきましたが、今はなかなか何をやって

も集まらなくて、今は東京の方からも看護部長クラスの方がお忙

しいところわざわざ直接大学に来てこのような方が欲しいと、全

国行脚しているようです。私の母校の病院は東京ですが、東京か

らも副看護部長が来ました。来たということ自体がびっくりで、

人気のある病院なのですが、どうしてこの宮城県まで来ているの

と。もうそういう時代になってきております。もしかして保育士

も青田がりではありませんが、学校に出向いて出身の方がいらっ

しゃらないか、ぜひきていただきたいこのような町ですからとか、

アピールしてみるとか、青木委員さんからお話しがあったように、

待っているだけの時代ではないのかなという思いはあります。看

護師もインターネットで登録するところだとかで、お給料のいい

ところにどんどん引き抜かれていくという時代なんです。そのよ

うな業者がおりまして、もしかしたら保育士も同じで、そのよう

なサイトは見てはおりませんが、引っ張られているのではないか

と、目にはみえませんけれども、あるのではないかと。看護師業

界は当たり前になっています。ただ流れていくのをみているだけ

の時代ではなくなってきています。学生がどのようなところに就

職するかというと、温かみのあるソフトな感じで説明をしていた

だけるようなところに就職しやすいようです。保育士の学校に出

向いて思いをお話しして、行きたいと思わせるようにすることも

大事ではないでしょうか。保育士対策は避けては通れない全国的

な問題になっておりますので、踏み出た対策が必要になってくる

と思います。その他何かないでしょうか。はい。 

笠原委員     児童館に従事していますが、今保育士の話がでましたけれども、

指導員も不足しており、保育士は県内でもトップクラスのお給料

ということですが、逆に指導員は低いです。金額が低いために集

まらない状況です。最初は資格がなくても入れますが、研修を受

けて資格を取ったあと皆にげられていく実態があります。賃金が

低いというのも指導員が集まらないのも問題かなということで

話がででいます。 

委員長       賃金については、現実的なことであり動かしにくいところであり
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まして。 

伊藤委員      多分一番民間が安いと思います。皆さんが集められないというの

を聞くと、うちとしても無理でないかとあきらめ半分です。業種

をいろいろもっていますが、今ハローワークにずっと出していま

すが全然きません。でも実は人が余っている状態で、やっぱり人

気のある業種とそうでない業種が今はっきりしており、４時間と

か２時間とかという話は、うちはもう５年も６年も前から４時間、

６時間でのパートでの扶養の範囲内で保育士の資格はもったい

ないよと研修も毎年あるのだからその費用は出すから、そのキャ

リアをもう少しやったらと、ずっとハローワークに出し続けても

こない状態なので認可の保育所で保育士をパートタイマーで募

集をかけて県内でも高い金額とのお話しですので、それで集まら

ないのであれば、その次のことを考えるしかないので、まずはや

っていただいてあとはこれだけすばらしいデータ、アンケートの

結果もあるので、私だったら保育士にアンケートを取って良いと

ころ、悪いところ、このようにしてもらったらいいんだろうなあ

というアンケートをとって、保育士を集めるという新しい試みが

あってもいいのかなと思いますけれども。そうすれば、それを私

どもで参考にして、こぼれたところ、隙間のところに保育士を雇

えたらいいなと。 

委員長       なかなか難しい問題です。 

安部課長      今保育士の資格や正職員の話がでましたけれども、今美里町の保

育所の正職員率が２５パーセントを切っています。ですから４人

の内１人の正職員、３人が非常勤職員というのが現状です。です

から、非常勤職員が確保できないと保育の運営が難しくなってき

てしまう。受け入れるスペースがあっても保育士が集まらないと

受入が出来ないということが今実際おきております。そのために

はどうしたらいいかということを考えていますが、公設民営化を

図ることによって保育士の身分の確保を図るということ、これが

課題となっています。身分を確保されることによって、そこに保

育士が集まってくるということを想定し、そのように対応しない

とこれからの保育運営はできないのではないかと、早い時期にそ

ちらに舵取りをする必要だと感じております。 

委員長       保育士確保には画期的な対策をぜひお願いしたいと思います。い

ろいろ現実にはやっていらっしゃるとは思いますけれども。 

安部課長      先ほど青木委員さんからお話しのありました、覚悟を決めて、キ
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ャッチフレーズですか、子育てしやすい日本一を目指すとか、 

青木委員      子育て産業が伸びるかもしれないというイメージがあったもの

ですから。そうすることで、未来が見えてくる人達、保育士とか

集まってくるでしょうし、子育てしたい夫婦も出てきて、人口も

増えてくれれば町の財政も増えてくるのかなと、相乗効果がいろ

いろでてくるのではないかと。 

安部課長      駅東に住まわれる方につきましては、所得の高い方が多いです。 

それで子ども医療費助成ですが、以前は所得制限がありましたが、

所得の高い方のために撤廃をいたしまして、中学生までの全員子

ども医療が無料で受けられるようにしたところであります。子ど

も医療費以外の部分で、人的な部分、保育所や児童館の関係です

が、これは人が集まらないとサービスができないとなりますので、

そのところをどうしたらいいのか。 

青木委員      集まってから実現化していくという、整備しないとこないのでは

なく、来てもらってから整備するくらいで、言ったことを最終的

に実現していきましょうと。そのために皆さんに集まってもらい

ましょうと。その意味でキャッチフレーズがあったほうがいいの

かなと。 

安部課長      ありがとうございます。 

委員長       日本の中でどこでも子育てしやすい町とありますが。 

青木委員      メディアに大々的に取り上げられたのが、横浜ですが。そのよう

にメディアに取り上げられるくらいになれば住んでみようかと

これから家を建てようかと考えている方は考えて来ると思いま

す。有名になると効果は大きいのかなと思いますけれども。 

安部課長     青木委員さんや澤村委員さんは今子育てしていますが、ここをも

う少し充実してほしいところが具体的にあれば。 

青木委員     私自身は共働きでないため比較的子育てしやすい環境で生活し

ているので全然不満はないのですが、周りの共働きしているお母

さん達からは、子どもが病気した時、一番つらいと聞きます。す

ぐ会社から呼び出されて帰って窮屈な思いをし精神的につらい

とか、会社にいづらくなりやめてしまったりとか、それが一番苦

しいところであると思います。病児病後児保育とか、以前園長先

生から話が出ましたけれども、風邪で熱がでた時に、部屋を替え

てみてもらうとか、この施設にいってもらえば会社に戻れるとか

という施設があれば、今子どもを移しに行ってきますといって会

社を抜けて行けたりするので、施設的に病院併設であれば。大き
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な問題があってむずかしいところであると思いますけれども。 

澤村委員     小児科がないので。 

奥山参事     今、青木委員さんからお話しがありましたが、そのとおりなんで

す。それで実はなんごう保育園に、静養室がありそこに看護師を

２人配置すれば、入所している児童に限定されますけれども、病

児保育が出来ます。小牛田保育所にも静養室があります。看護師

が２人配置できれば可能なのです。今現在熱発した場合に、保護

者へ連絡をして迎えにきていただくまでの間状況を見ながら看

護師が対応するということが可能なんです。 

澤村委員     看護師さんは、保育士さんは出来ないのですか。普段は保育士を

していて、そのような時は看護師として看護してもらう。 

奥山参事    人的には看護師プラス対応する保育士の位置づけは国の制度でそ

うなっておりますけれども。それを今考えているところです。い

くつかパターンがありまして、まず看護師２人配置すれば、問題

なく国の事業の対象になります。ただ、美里町では、小牛田保育

所に看護師１人配置しておりますけれども、そのような場合には、

延長保育を２時間以上やってなければならないという制度的な縛

りがあります。延長保育２時間は、標準時間１１時間プラス２時

間となります。現在早朝延長保育は７時から、夕方延長保育が１

９時までで１２時間利用できることになっています。それを２時

間以上やることを認めてもらえるかどうか県へ確認中です。それ

が可能であれば、入所児童対応型になりますが、病児保育が可能

となります。加美町では、町立の保育所がありますが、１か所に

看護師２人配置して、入所児童対応型で行っています。美里町で

もできればと考えておりまして、総務サイドにも国の要綱などを

渡して配置的なものを検討してもらっているところであります。

保護者へ連絡はしますが、すぐ来ていただかなくても対応できる

ようになれば随分違ってくると思います。 

青木委員       大局な対策になりますが、すぐ抜け出すことの窮屈さの問題はな

くなりますけれども、会社から、しょうがないから行ってきてい

いといってもらえるようになるような啓発とかも子育てしてや

すい町を目指すのであれば必須でないのかなと。併せて進めてい

ければいいのかなと思います。 

委員長      宮城県として子育てに協力する企業を表彰する制度が毎年あり

２社位表彰されます。その表彰制度を利用するという、美里町以

外の企業になると思いますけれども。表彰制度があるとその波及
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効果があると思います。美里町独自に考えていくというのもひと

つかなと。仙台市以外の市町も表彰されています。あとありませ

か。 

澤村委員     この会議に直接関係するのかどうかわかりませんが、子どもが遊

べる公園とか、子どもが公園で遊んでいる風景をみないと。特に

１０８号沿いの会社の横にある公園ですが、遊具は新しくなった

のに遊んでいる姿をみないので、遊びに行きにくい。大きな公園

が一つあって休日にいつもお弁当を持って遊べる公園があると

子ども達がくるのではないかと。私は引っ越しをしてきてから公

園を探しました。子どもが幼稚園に入る前ですが。 

安部課長    小牛田公園があります。ＳＬの展示している公園です。公園には

アスレチックがあります。雪が降りますとソリ滑りができます。 

澤村委員     そこはトイレが汚いのです。そのため何時間もいれません。公園

のトイレが汚いとちょっと。 

青木委員     管理事務所があると。そうすると大々的に遊びまわることができ

ます。 

澤村委員     そうすると周りからも遊びにきたりもします。 

鈴木（惠）委員 支援センターの様子を見てみると夏は涼しいところで、冬は温

かいところでというような。お母さん方とお話をすると、おも

ちゃがそろっていて、それが出不精になってしまう方だったり、

出かける方でも公園でなく温かいところ、涼しいところ、おも

ちゃが揃っているところ、そしてお母さん方が話しあえるとこ

ろ、保育士と。支援センターと兼務をしており、事業計画の中

に「今後利用したい」とあり、もっとＰＲして広めなくていけ

ないと思いました。公園で遊ばなくなった分、支援センターを

活用してもらう方法を考えていかなければと感じました。 

澤村委員    支援センターを利用してもらうご案内は、乳幼児健診の時とか。 

鈴木（惠）委員 はい６ケ月健診の時に小牛田地区は保育士２人がサルビア館に

出向き、パンフレットや手作りのメダルを持参してお誘いをし

ています。夏場はプールに入れるため利用者は多いです。  

澤村委員    子育てに煮詰まってしまった時がありました。どこかに行かな

いとおかしくなってしまいそうになり、その時に支援センター

とか利用していました。おじいちゃんやおばあちゃんがいると

頼らなくても解決できるのでしょうか。 

奥山参事    確かに地域的なものがあります。半分の方はおじいちゃんやお

ばあちゃんに頼んで苦痛がないという方もおります。町としま
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して処理出来ない方に対してどのようなサービスを提供できる

かを考えていかなければならないと思っております。 

澤村委員    そのような方は何処に頼っているのですかね。私は子育てに煮

詰まってしまって、他の人と話しをしないとダメになりました。

そのため、他の人としゃべれるところを探してました。 

安部課長    平成２７年度に子育てガイドブックの改定版を出したいと思っ

ています。その際にはアドバイスをお願いいたします。お声を

聞かせていただければと思います。 

委員長      つどいの広場事業は既にそれに近いものは行われているという。 

奥山参事       はい、国の事業には要件があります。補助の対象となるどうか

となります。先ほどお話しをしました、病児病後児保育につき

ましても入所児対応型で看護師２人配置すれば補助対象の事業

として成り立ちます。 

制度的な縛りがあります。 

委員長        そのようなところがスピードアップしてもらい、課題として認

知していてもなかなか実現に結びつかない。何かチームを組ん

で、保護者の方や先生方のチームを組んで、スピードアップす

るようなチームを組んで、例えば病後児保育はいつまでやりま

しょうとかもう少し実現に向けたスピードアップ感というのも

必要なのかなという思いが聞いてて思いました。条件を満たす

とか、みんなで共有をしていればもう少しみんなで認知できる

のかなと。周知をしていれば具体的に意見が出しやすいのかな

と思いました。今後ともよろしくお願いします。 

          お時間となってきましたが、それでは（３）今後のスケジュー

ルについてお願いします。 

奥山参事      事業計画につきましては、今貴重なご意見をいただきましたの

でそちらのほうを盛り込んだ内容に改めてまいりたいと思いま

す。１月１５日号の広報お知らせ版にパブリックコメントを頂

戴するため掲載いたします。１月２６日から２月２４日までの

３０日間、町民の方や美里町に関係する方からパブリックコメ

ントを頂戴いたしましてそのパブリックコメントをさらに盛り

込んだ最終版の事業計画を作成いたしまして、３月にこの委員

会の席でこの計画書でよいかご審議いただく予定としておりま

す。委員会がこれでよければ答申として町長に提出となります。 

委員長        はい、ありがとうございます。では本日の議事は以上となりま

す。 
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          では、その他となります。 

その他 

安部課長     前回の資料の字句訂正をお願いいたします。４．保育の必要性の

認定に関する基準です。下段にあります、保育の必要量で「保育

必要量の認定」とするべきところを「就労時間」としておりまし

た。網掛けの部分に訂正したいということで皆様に認めていただ

けるかどうかご意見をいただきたいということです。 

委員長      それでは、今説明のありました件ですが、お諮りしたいと思いま

す。保育の必要量について、訂正することでよろしいでしょうか。 

他委員      はい。 

委員長      はい、では訂正をお願いしたいと思います。 

安部課長     ありがとうございました。 

委員長     それでは、議事につきましては以上になります。ありがとうござ

いました。 

     

 閉会 

    安部課長    本日は長時間にわたりご審議いただきましてありがとうございま

した。これで町長から諮問されました３件、今訂正をいたしまし

たけれども、「保育の必要性の認定に関する基準」に関しましての

審議をしていただいまして認めていただきました。それから、も

う１点保育所保育料の関係についてであります。これらについて

もご審議いただき提案のとおりで、３件目の子育て支援事業計画

案につきましては、今日いただいたご意見を反映させてなおかつ

パブリックコメントにかけまして３月に皆様にお示しをしてよい

となれば町長へ答申というかたちでもっていきたいと思います。

では長い時間ありがとうございました。 
   
 上記会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名します。 
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